
投票区再編について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

※各種支援を実施する具体的な行政区や集落については、別途選挙執行の都度決定する。 

 

 

 

 

 

 

【概要版】 

再 編 の 内 容 

当日投票所 

 

 

１０５か所 

当日投票所 

 
７９か所 

期日前投票所 

 

１６か所 
（本庁、6総合支所、

４支所、イオンモー

ル石巻、専修大学、 

離島３か所） 

 

新設期日前投票所 

１か所（桃生・山田地区） 

移動式期日前投票バス 

（石巻地区半島部、牡鹿、雄勝地区のそれぞれの 

一部地域） 

※２６か所減 

本庁▲７、河北▲７、雄勝▲１、 

河南▲６、桃生▲１、北上▲２、 

牡鹿▲２ 

（１） 有権者数が５００人未満の小規模投票区を最大限減少させる。 

（国の執行経費基準上において効果的な運用が可能） 

（２） 有権者数が３，０００人を超え、かつ他の投票所と比較して区域が広いような投票区や震災から

の復興で人口が集中している地域等に投票区を新設する。 

（３） 投票所の位置は、できる限り選挙人の利便性を考慮した配置とする。 

再 編 の 方 針 

【支援基準】 

※投票日前日に 1～3

時間程度の開設 

※バス 3台により 1

投票所当たり 1～3

時間程度の開設 

○統廃合等によって投票所までの距離が原則４．０㎞以上となる旧投票区が対象 

○移動式期日前投票バスにより支援を行う場合、５００人未満の旧投票区内が複数の行政区

（集落）で構成されているときは、有権者数が４０人以上の行政区（集落）が対象 

○上記の支援基準に関わらず、特別な事情（震災時に既に統廃合が行われている等）による場

合も対象 

【再編に伴う主な支援内容】 

◆新たな期日前投票所の設置 

◆移動式期日前投票バスの運行 

◆当日投票所無料巡回バスの運行 

◆既存の期日前投票所の拡充 

当日投票所の巡回バス等 

（河北、河南、北上地区のそれぞれの一部地域） 

※停留所方式による

無料巡回バスを運行 

既存の期日前投票所の開設継続 

（本庁、６総合支所、４支所、専修大学、離島３か所） 

イオンモール石巻期日前投票所の拡充 

現行３日間の開設を６日間に拡大（選挙執行日直近の月曜日から土曜日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直しの背景 

（１） 期日前投票所の利用実績増加に基づく当日投票所の利用者の減少 

（２） 投票環境の整備（投票所位置の見直し、土足化の推進等） 

（３） 事務従事職員等の効率的な配置・活用の必要性 

今 後 の 課 題 

（１） 更なる投票区の再編の必要性 

将来的な展望として、当日投票所がオンラインでつながり、期日前投票と同様に選挙人がどこの

投票所でも投票することが可能となることが理想と考えており、今回の再編を完成形とすること

なく、適宜検討していくことが必要となる。 

（２） 投票所（期日前投票所を含む）の開設時間の見直し 

過去選挙における時間別の投票者数を比較すると、午後６時以降の投票者数が他の時間帯より少

ないことや県内他自治体でも投票所閉鎖時刻の一斉繰上げ（１～２時間）が行われている現状か

ら、一斉繰上げを検討すべき時期にあると考えるが、今回の再編が今後の選挙の投票行動にどの

ような影響を与えるか注視しながら、適用の可否及び時期を判断する。 

（３） 期日前投票における移動支援の検討 

期日前投票を行う選挙人が増加傾向にあり、投票者全体の約４割を占めている現状となっている

ことから、今後の動向と推移を見定めながら、より一層の期日前投票環境の充実及び利便性の向

上を図るため、以下の項目について試行による検証等を行った上導入に向けた検討・研究を行う。 

【具体的な検討内容】 

 ○既存の公共交通機関等の利用促進・案内の早期充実 

 ○一定の要件のもと公共交通機関やタクシーを利用した場合の助成制度の検討 

 ○高齢者・障がい者等を対象に、投票箱を載せた車両が要望に応じて個人の自宅前まで訪問し

車両内で投票することができる登録制オンデマンド式期日前投票車両運行の研究 

（４） 若年層への主権者教育の推進 

    将来の有権者である児童・生徒が政治や選挙に対する関心を高めてもらうため、選挙出前講座の

開催や、明るい選挙啓発標語及びポスターコンクール作品の募集等による選挙に対する意識の定

着を目指し、より一層の学校教育における主権者教育が必要となる。 

主なスケジュール等 

 ○令和６年２月    投票区再編事務局（案）として市議会へ説明することの委員会同意 

 ○令和６年２月～３月 市議会会派説明（２回目～４回目） 

 ○令和６年３月    投票区再編事務局（案）として行政区長等へ説明することの委員会同意 

○令和６年４月～５月 町内会長、行政区長等への説明 

○令和６年６月    修正後の事務局（案）を提案 

○令和６年６月    市議会会派説明（５回目）※文書による送付 

○令和６年７月    委員会において再編案の決定（事務局案から再編案へ） 

○令和６年８月    庁議幹事会、庁議へ報告事項として付議 

○令和６年９月    市議会全員協議会説明 

 ○令和６年１０月   パブリックコメントの実施 

 ○令和６年１２月   投票区再編を委員会で最終決定 

 ○令和６年１２月以降 住民への公表・周知 

 ○令和７年４月    市長選挙、市議会議員補欠選挙から適用 


